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Press Release

市長の退職手当の減額について

長引く景気低迷等により、市を取り巻く経済雇用情勢が厳しさを増す状況の

中で、市長、副市長及び教育長の給与については、昨年２月に開催された特別

職報酬等審議会の答申に基づき、平成２３年４月１日から平成２５年２月５日

までの間に支給する給料の額及び期末手当を５％減額することとしました。

一方で、退職手当については減額の規定を設けていませんでしたが、さらに

厳しさを増す財政状況や他市の市長の退職手当の支給状況等を総合的に勘案し、

平成２４年４月１日から平成２５年２月５日までに支給する市長の退職手当の

額を１０％減額することとしました。

現行の市長の退職手当の額１７９１万円に対しまして、１０％減額後の額は

１６１１万９千円となるところでございます。

なお、当該議案のほか、平成２４年３月定例会に提出します議案は、条例関

係１７件、補正予算関係６件、新年度予算関係９件、その他、市道路線の認定

など４件の３７件です。


